
令和５年４月２５日制定 

 

京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）特定用途誘導地区 

（らくなん進都鴨川以北地区）における建築物等の誘導すべき用途に係る認定手続要綱 

 

第１条 趣旨 

  この要綱は、都市再生特別措置法（平成 14年法律第 22号）第 109条第１項の規定に

基づく京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）特定用途誘導地区（らくなん進

都鴨川以北地区）に定められた建築物等の誘導すべき用途に係る認定の手続に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 

第２条 定義 

１ この要綱における用語の意義は、建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」と

いう。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。 

２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 ⑴ 認定 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）特定用途誘導地区（らくな

ん進都鴨川以北地区）の計画書（以下「計画書」という。）の建築物等の誘導すべき

用途の要件に適合すると認めることをいう。 

 ⑵ 申請建築主 法第２条第１６号に規定する建築主又は誘導すべき用途に供する建築

物の所有権を有する者をいう。 

 ⑶ 認定建築主 認定の通知を受けた申請建築主をいう。 

 ⑷ 公共施設 計画書別表第１の４に定める公共施設をいう。 

 ⑸ 交流機能 計画書別表第１の５に定める市民、事業者、学生など、広く一般の用に

供される、産業や文化、交流機能をいう。 

 ⑹ 特定建蔽率 計画書別表第１の６⑴ウに定める特定建蔽率をいう。 

 

第３条 事前協議 

１ 認定の申請をしようとする申請建築主は、認定の申請を行う前に、事前協議票（様式

第１号）の正本２部に次条第１項に規定する特定用途認定申請書（様式第２号）及び別

表に規定する添付図書の案を添えて都市計画局都市企画部都市計画課（以下「都市計画

課」という。）へ提出し、事前協議を行うこと。 

２ 市長は、前項の規定による事前協議を行う場合において、必要があると認めるとき

は、専門的知識を有する者を交えた景観形成に関する協議の場を設けることができる。 

３ 申請建築主は、認定を受けようとする建築物の設計を行うに当たっては、事前協議の

内容を反映しなければならない。 

４ 市長は、事前協議が終了したときは、その旨を申請建築主に通知する。 

  



第４条 認定の申請 

１ 認定の申請をしようとする申請建築主は、特定用途認定申請書の正本及び副本に、そ

れぞれ別表に掲げる添付図書を添えて、市長に提出するものとする。 

２ 前項の規定による申請をした者は、当該申請を取り下げる場合においては、速やか

に、取下げ届（様式第３号）を市長に提出するものとする。 

 

第５条 認定 

１ 市長は、前条第１項の規定による申請があった場合において、当該申請があった日か

ら３０日以内に、計画書別表第１の要件への適合性を審査し、支障がないと認めたとき

は当該用途を認定し、特定用途認定通知書（様式第４号）に、前条第１項の特定用途認

定申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、認定をしないときは、認定をしない旨の通知書（様式第５号）に、前条第１

項の特定用途認定申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとす

る。 

３ 認定建築主は、認定を受けた建築物の工事を取り止めた場合においては、速やかに、

工事取止め届（様式第６号）を市長に提出するものとする。 

 

第６条 完了の報告 

 認定建築主は、認定を受けた建築物の建築工事が完了したときは、完了報告書（様式第

７号）に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。 

 

第７条 申請書記載事項の変更 

１ 認定建築主は、認定を受けた後に、その特定用途認定申請書及び添付図書に記載した

事項について変更する場合においては、改めて、認定を受けなければならない。 

２ 前項において、市長が軽微な変更であると認める場合においては、前項の規定にかか

わらず、記載事項変更届（様式第８号）に別表に掲げる添付図書のうち、市長が必要と

認める書類を添えて、市長に提出するものとする。 

 

第８条 認定の取消し 

１ 認定建築主は、認定を要しないこととなった場合においては、前条の規定にかかわら

ず、特定用途認定取消申請書（様式第９号）の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる書

類を添えて、市長に提出するものとする。 

 ⑴ 認定を要しないことの確認に必要な書類 

 ⑵ その他市長が必要と認めるもの 

２ 市長は、次のいずれかに該当する場合においては、認定を取消すことができる。 

 ⑴ 前項の規定による認定取消申請がなされた場合において、認定を取消すことを認め

た場合 

 ⑵ 第５条第１項の認定を受けた建築物が計画書別表第１の要件に適合しないと認めら

れる場合 



 ⑶ その他市長が必要と認める場合 

３ 市長は、認定の取消しをしたときは、認定建築主に特定用途認定取消通知書（様式第

１０号）により通知するものとする。ただし、前項第１号に該当する場合においては、

特定用途認定取消通知書に第１項の特定用途認定取消申請書の副本及びその添付図書を

添えて、通知するものとする。 

４ 市長は、第１項の規定による認定取消申請がなされた場合において、認定の取消しを

しないときは、認定建築主に認定の取消しをしない旨の通知書（様式第１１号）に第１

項の特定用途認定取消申請書の副本及びその添付図書を添えて、通知するものとする。 

 

第９条 維持管理義務・報告 

１ 認定建築主又は認定建築物の所有者、管理者若しくは占有者（以下「認定建築主等」

という。）は、認定要件に将来にわたり適合するよう適切に維持管理しなければならな

い。 

２ 市長は、認定建築主等に対して、建築物の維持管理の状況に関する報告を求めること

ができる。 

 

第１０条 広報協力 

 認定建築主等は、認定を受けた建築物を、市の広報などにおいて事例として紹介するこ

とに協力するものとする。 

 

第１１条 庶務 

 当該認定制度に係る庶務は、都市計画課又は都市計画局都市景観部景観政策課が行う。 

 

   附 則 

 この要綱は、決定の日から施行する。 

 

 

  



別表（添付図書） 

図書の種類 明示すべき事項 

ア 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

イ 配置図 ・縮尺及び方位 

・敷地境界線、敷地内における建築物の位置 

・敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 

・指定された容積率の数値の異なる地域の境界線 

ウ 各階平面図 ・縮尺及び方位 

・間取、各室の用途及び床面積 

エ 敷地面積求積図 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算

式 

オ 建築面積求積図 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び

算式 

カ 公共施設に関する説明図書 公共施設の名称、位置、面積、整備内容 

キ 交流機能に関する説明図書 交流機能の名称、位置、整備内容 

ク 用途別床面積図 各用途に供する部分の床面積の求積に必要な建築物

の各部分の寸法及び算式 

ケ カラー写真 敷地及び当該敷地の周辺の状況 

コ 屋根伏図 縮尺及び方位並びに屋外に設ける建築設備及び工作

物の位置 

サ 着色した各面の立面図 縮尺、主要部分の材料、仕上材料及び色彩並びに開

口部並びに屋外に設ける建築設備及び工作物の位置 

シ ２面以上の断面図 縮尺、各階の床及び天井（天井がない場合にあって

は、屋根）の高さ並びに建築物の各部分の高さ 

ス 外構平面図 擁壁及び舗装の位置、寸法、仕上材料及び色彩並び

に植栽や工作物の位置、寸法及び種類 

セ 着色した完成予想図 

（昼間、夜間とも） 

申請に係る建築物及び周辺の状況 

ソ フォトモンタージュによる

景観シミュレーション 

周辺エリアからの眺望景観への影響 

タ 景観形成に関する説明図書 景観形成に関する方針、景観形成への配慮の内容 

チ その他市長が必要と認める

もの 

 

※ カ及びキの内容については、イ又はウの図書に記載することも可とする。 

※ 着色すべき図書の色彩は、日本産業規格Ｚ８７２１に基づいて表示するものとする。 

※ 第４条第１項の規定による認定申請において提出する景観形成に関する説明図書にあ

っては、第３条第１項の規定による事前協議の内容に対する方針を記載することとす

る。 


